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 労使間の取扱いに関する協約は輸送サービス労組組合員にすべからく適用するものであること。 
 労使間の取扱いに関する協約第２条２項の「諸規程」には「フレックスタイム規程」も含まれること。 

 

 

＜輸送サービス労組＞ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

（回答）フレックスタイム制とは、始業及び終業の時刻の決定を社員自らの選択にゆだねる制度であり、フレキシブルタイムは、
社員個人の選択により勤務できる時間帯である。 

    なお、勤務時間中の組合活動については、労使間の取扱いに関する協約（令和６年 10月１日締結）に則り、取り扱うこと
となる。 

＜会社＞ 

✓ 

✓ 

 


